
こどもの居場所のためにできる県社協の支援

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

社会貢献活動推進室 1

１ 青森県社協の「みんなの居場所」の支援
２ 現在の全国・青森県内におけるこどもの居場所数
３ みんなの居場所スタートアップ事業について

2025.11.21 社会福祉施設のこどもの居場所開設セミナー



●2018.2「こども食堂開設セミナー」以降、「子どもの居場所ネットワークミーティ
ング」「子どもの居場所づくりコーディネーター養成講座」「みんなの居場所実践
表会」等開催。
●「居場所」の新規立上や、運営・再開の相談に対応

相談できる場所生きがいづくり 子育て支援

居心地のよい
楽しい場所

地域のつながり 世代間交流の場 学習の場の提供 介護予防食の楽しみ

安く食事ができる 地域の活性化 仲間づくり

「みんなの居場所」の登録及び情報提供
ネットワークの仕組みを作りました！

「こども食堂」「認知症カフェ」「〇〇サロン」
「ユニバーサルカフェ」 等々

2019.４月
スタート
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登録・公表92ヶ所
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あおもりこどもの居場所ネットワーク

②情報提供

運営に必要な制度や仕組み、
役立つ情報を、メール等でお
知らせしています。

③ネットワーク
運営者同士のつながりや関
係機関やボランティア等とつ
なぐ場を作っています。

④食品等の分配

寄贈された食品や日用品、
寄付金等の分配を行ってい
ます。

⑤資金助成

居場所を立ち上げるため
の資金の助成を行ってい
ます。

①相談支援

居場所の立上、安定した運
営のためのさまざまな相談
に対応しています。

居場所の周知（情報発信） 居場所の啓発（活動への理解促進）

2022.8月
設立



全国のこども食堂の数

※全国こども食堂支援センターむすびえHPより引用

2024年2月確定
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青森県内のみんなの居場所
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みんなの居場所が、いろんなところで、いろんなカタチで
たくさんできるといいな！
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始めたいけど
先立つものが…

助成金のほとんどは…、
活動実績が求められます

活動実績のない個人や団体は、助成金を申請する
ことすらできないことがほとんどです。

スタートしたのに
もう、活動を
やめてしまった…

助成金が無くなったら
活動をやめてしまう団体も

資金運営確保と活動継続の支援がなければ
活動を継続しない人が増えることに…。
利用したい時に居場所はない！なんて…。



みんなの居場所 スタートアップ 事業
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★３年間まで、毎年５万円を助成（令和4年度スタート）
★県社協が、あれこれ、いろいろ応援します

対 象

(1)青森県内で制度ではない居場所の活動を今後行う予定か、活動を開始して
１年未満の個人又は団体であること

(2)活動が営利を目的としておらず、利用料が無料又は低額であること
(3)食を通じた活動を目指していること
（４）年6回以上の定期的な開催を目指していること
(５)利用する人が集まる場が確保されていること
(６)助成金の収支報告ができ、領収書等を県社協に提出できること
（7）県社協が指定する当該事業についての打合せや会議等に参加できること
（8）みんなの居場所づくり支援のための登録要領に基づき、みんなの居場所に登録する意思があること
(9)県社協が実施するみんなの居場所に関する研修会等に年1回以上参加できること
（10）活動にあたり関係法令等を遵守し、特に次の事項については、県社協等が実施する研修会に参加

するなどして、対策を講じること
①安全な食品等の取扱い
②個人情報の取扱い

（11）次の内容を確約できること
①～⑧ ※要綱参照

たった１枚の申請書を県社協に提出するだけでＯＫ
３年間でちゃんと活動が継続できるよう、いろいろ口も出させていただきます

締切なし！思い立ったらいつでも申請が可能！



みんなの居場所 スタートアップ 事業
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助成先団体
要綱第5条 助成先団体は、県社協が行う第２条の支援により、助成終了後に自立した運営ができる
ことを目指すものである。
２ 助成先団体は、県社協による訪問調査、報告会等での報告など、本事業の実施等に協力するもので
ある。
３ 助成先団体は、最初に助成を受けた年度の翌年度内に、次の書類を整備し、県社協に提出するよう
努めるものとする。
(1)会則又は規約
(2)事業報告書
(3)決算書
(4)役員名簿
４ 助成先団体は、最初に助成を受けた年度の翌々年度内に、前項の書類に加え、次の書類を整備し、
県社協に提出するよう努めるものとする。
(1)事業計画書
(2)予算書
(3)ニュースレター等寄付者への報告用媒体

例）令和6年度 助成決定
令和7年度 年度の報告の際に(1)会則又は規約、(2)事業報告書、(3)決算書、(4)役員名簿の提出に努める
令和8年度 年度内に上記書類と(1)事業計画書、(2)予算書、(3)ニュースレター等寄付者への報告用媒体の

提出に努める



みんなの居場所 スタートアップ 事業

財源は、全額、青森県社協が拠出
（多くの県民から居場所づくりなどのための寄付金を頂戴しています）

報告書と活動全体の収支・領収書（写）を添付

助成対象経費

（１）報償費（スタッフ等への謝礼など）
（２）旅費（スタッフ等への旅費など）
（３）印刷製本費（チラシ等の作成・印刷代など）
（４）通信運搬費（発送料金、郵便料金など）
（５）賃借料（会場使用料、器具等使用料など）
（６）食材費（食材の購入費用など）
（７）消耗品費（調理用品等消耗品、事務用品、感染症対策用品など）
（８）保険料（ボランティア行事用保険等）

報告は１年に１回。年度ごと！
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申請から報告までの流れ
①申請書1枚のみ提出
②青森県社協にて記載内容を確認し、助成の対象になるかを審査
③青森県社協から決定通知及び請求書を郵送（請求書は決定団体が記入して返送）
④シンボルマークのデータをメールで送付
④指定日に指定口座へ振込み
⑤各団体事業実施
⑥助成金を受け取った年度の終了後1ヶ月以内に、様式３-①及び②を県社協に提出

※注意事項 別添Ｑ＆Ａ参照



みんなの居場所 スタートアップ 事業
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みんなの居場所 スタートアップ 事業
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申請 要綱



みんなの居場所 スタートアップ 事業

14



みんなの居場所 スタートアップ 事業

収支報告は、活動全体の収支報告もしくは
助成金部分のみの収支報告。
領収書の写しは助成金分のみ提出。
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報告

ちらし作成・ちらし印刷・食材（肉・野菜等）・コピー用紙・
調理器具等購入したものを記載

消耗品費

食材費

報償費

スタートアップ事業50,000

50,000

17,220
8,455

25,000

50,675

調理器具（鍋・フライパン

肉・野菜・お菓子・飲料

講師謝礼金



みんなの居場所 スタートアップ 事業

提出書類のひな形
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みんなの居場所 スタートアップ 事業
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提出書類のひな形



みんなの居場所 スタートアップ 事業
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提出書類のひな形



みんなの居場所 スタートアップ 事業
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提出書類のひな形
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みんなの居場所支援

要綱



みんなの居場所支援

申請
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変更

みんなの居場所支援



あおもりこどもの居場所ネットワーク
ホームページ
http://ibasyo.aosyakyo.or.jp/トップ画面
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http://ibasyo.aosyakyo.or.jp/
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青森県社会福祉協議会 社会貢献活動推進室は

多種多様な主体が、具体的な行動を通して

地域の課題解決を実現する社会貢献活動を支援しています

青森県社会福祉協議会ホームページ「福祉ネットあおもりhttp://aosyakyo.or.jp/
のトップページから参照ください

社会福祉法人

青森県社会福祉協議会
社会貢献活動推進室

〒030-0822
青森市中央３丁目２０番３０号
県民福祉プラザ２階
電 話０１７－７２３－１３９１
ＦＡＸ０１７－７２３－１３９４
shiawase@aosyakyo.or.jp

これらのＳＮＳは、青森しあわせネットワークと
出会った若者たちが投稿しています

「青森しあわせ」や
「青森県社会福祉
協議会」で検索
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http://aosyakyo.or.jp/
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